
公募に関する公告 

 

下記のとおり、公募に付します。 

 

記 

 

１．公募に付する事項 

合同宿舎第二湯田住宅自動車保管場所の空き区画を「カーシェアリング事業」として使用する事業者の募集について 

 

２．公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3) 国税及び地方税を完納していること。 

(4) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立をしていないこと、かつ、民事再生法(平成 11年法律

第225号)に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。 

(5) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業

所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団(暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

(6) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴

力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。 

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。 

(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 

(10) 暴力団又は暴力団員及び(6)から(9)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。 

(11) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第80条、同法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第52条に定める自家用自

動車の有償貸渡しの許可を得ている者であること。 

(12) 下記３.の応募申込を行い、その審査に合格した者であること。 

 

３．応募申込 

公募に参加を希望する者は、公募要項及び申込書類を財務省中国財務局ホームページ「https://lfb.mof.go.jp/chugoku/」

から入手し、必要事項を記入の上、受付期間内に応募申込を行うこと。 

(1)申込方法 

持参若しくは郵便（配達証明郵便等の記録が残るものに限る）による。 

(2）受付場所 

広島市中区上八丁堀6番30号 

広島合同庁舎第4号館 10階 中国財務局管財部統括国有財産管理官（第三部門）事務室 

(3)受付期間 

令和8年2月20日（金曜日）から令和8年3月12日（木曜日） 

9時から12時まで及び13時から16時30分まで 

（受付は、持参の場合は16時30分まで、郵送の場合は受付期間最終日の到達分まで。） 

                                                                              

４.申込書の無効  

本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者が提出した申込書は無効とする。  

 

以上、公告する。 

 

令和8年2月20日 

 

財務省中国財務局長 中村 広樹 
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公 募 要 項 
 
財務省中国財務局が所管する合同宿舎第二湯田住宅自動車保管場所の空き区画（以下「駐車区

画」という。）について、宿舎の入居者（以下「入居者」という。）をはじめ広く地域の方々の利

便性の向上が図れるよう、「カーシェアリング事業」に活用することといたしました。 

ついては、下記のとおり公募により事業者を募集しますので、参加を希望される方は本書をよ

く読み、内容をご承知のうえ参加して下さい。 

（本件において「カーシェアリング事業」とは、道路運送法第 80条の許可を受けた業をいう。） 

 

１．公募に付する事項 

（1） 事業者を公募する物件（使用許可の対象宿舎） 

物件番号１  合同宿舎第二湯田住宅 

 所在地（住居表示） 山口県山口市熊野町 938番 1外（山口県山口市熊野町 3番） 

 駐車区画数 1区画 

 （参考）管理戸数 92戸（世帯用 92戸） 

※ 宿舎の駐車区画の場所については、別添 1「駐車場平面図」でご確認下さい。 

（2） 公募の条件 

① 土地利用の条件 

・ 用途は、「カーシェアリング事業」に限ります。 

・ 駐車区画数は（1）のとおりです。 

・ 土地の利用は、国有財産法第 18条第 6項及び第 19条の規定に基づき、使用を許可する

ものです。（事業者に決定した者は、別途、別添 2「国有財産使用許可申請書」を提出して

ください。） 

②駐車区画の場所 

・ 駐車区画（1区画）の場所は、原則、中国財務局が指定する場所とします。（別添 1「駐

車場平面図」参照） 

③ 使用許可の期間 

・ 使用許可期間は、令和 8年 5月 1日から令和 10年 11月 30日までとします。 

（更新はできません。） 

④ 使用料 

〔年次使用料〕 

・ 使用許可期間における使用料は、第 1年次（令和 8年 5月 1日から令和 9年 4月 30日

まで）、第 2年次（令和 9年 5月 1日から令和 10年 4月 30日まで）、第 3年次（令和 10

年 5月 1日から令和 10年 11月 30日）に分けて納付していただきます。 

〔提案を受ける金額〕 

・ 駐車区画（1区画分）の第 1年次に相当する国が設定する最低使用料（非公表）以上の

額で、事業者が提案する額（提案価格）に消費税相当額を加えたもの。 

したがって、提案価格は、駐車区画（1区画分）の第 1年次の期間に相当する税抜き使

用料の額を記載願います。 
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（※駐車区画の幅及び面積は、概ね 2.5m、12.5㎡です。） 

 なお、第 2年次、第 3年次の使用料については、上記の提案価格に含まれません。 

・ 駐車区画以外の場所に案内看板等を設置する場合は、事業者決定後に別途協議すること

としますが、その使用料は別途国が定める使用料とし、上記の提案価格に含まれません。 

〔使用許可の取り消し等における使用料の算定〕 

・ 使用許可を取り消すことになった場合等は、事業者が使用した最初の日から最後の日

（原状回復した日）までの期間を年間使用料で日割計算したものを使用料とします。 

〔使用料の支払時期〕 

・ 使用料は、国の発行する納入告知書により、指定する期限までに全額納入することとし

ます。 

⑤ その他、使用条件など 

・ その他の使用条件については、別添 3「国有財産使用許可書（案）」のとおり。 

 

２.事業者の応募資格要件 

次の各号に定める内容を全て満たす事業者が応募できるものとする。 

（1） 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第 70条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（2） 予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

（3） 国税及び地方税を完納していること。 

（4） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立をしていないこと、

かつ、民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立をしていない者

であること。 

（5） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

はないこと。 

（6） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

（7） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこ

と。 

（8） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いる者ではないこと。 

（9） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではない

こと。 

（10）暴力団又は暴力団員及び（6）から（9）までに定める者の依頼を受けて公募に参加しよ
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うとする者でないこと。 

（11）道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第 80条、同法施行規則（昭和 26年運輸省令第 75

号）第 52条に定める自家用自動車の有償貸渡しの許可を得ている者であること。 

（12）下記３.の応募申込を行い、その審査に合格した者であること。 

  

３.応募申込手続（申込書類） 

申込書類を財務省中国財務局ホームページ「https://lfb.mof.go.jp/chugoku/」より入手し、

必要事項を記入の上、下記受付期間内に持参若しくは郵便（配達証明郵便等の記録が残るもの

に限る）により、応募申込を行うこと。 

※電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。 

（1） 受付期間 

令和 8年 2月 20日（金曜日）から令和 8年 3月 12日（木曜日） 

9時から 12時まで及び 13時から 16時 30分まで 

（受付は、持参の場合は 16時 30分まで、郵送の場合は受付期間最終日の到達分まで。） 

（2） 受付場所 

広島市中区上八丁堀 6番 30号 

広島合同庁舎第 4号館 10階中国財務局管財部統括国有財産管理官（第三部門）事務室 

（3） 申込書類（各１部） 

「法人、個人共通」 

① 応募申込書（様式第 1号） ※他の書類とは別に封書に封印の上、提出してください。 

② 誓約書（様式第 2-1号・第 2-2号） 

③ 道路運送法第 80条、同法施行規則第 52条に定める自家用自動車の有償貸渡しの許可

を得ていることを確認できる資料。 

「法人の場合」 

④ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（書類提出前 3ヶ月以内に発行のもの） 

⑤ 納税証明書（その 3 の 3「法人税、消費税及び地方消費税」について未納の税額のな

い証明書（書類提出日以前 3ヶ月以内に発行のもの）） 

「個人の場合」 

⑥ 履歴書（本人、従業員・任意様式）及び住民票（書類提出日以前 3ヶ月以内に発行の

もの） 

⑦ 納税証明書（その 3 の 2「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税」

について未納の税額のない証明書（書類提出日以前 3ヶ月以内に発行のもの）） 

（4） 質問の受付等 

質問については、「公募に関する質問書」（様式第 3 号）に質問事項を記入の上、メール

により送付してください。なお、メール以外での質問は受け付けませんのでご注意ください。

また、質問に対する回答は、質問者だけでなく、希望者すべてにメールにて回答しますので、

質問がない事業者であっても、回答書の送付を希望する場合は、その旨を以下「質問書送付先」

へメールにて送信してください。 

質問書送信先：TGZKOKUYU3OP@tg.lfb-mof.go.jp 

mailto:TGZKOKUYU3OP@tg.lfb-mof.go.jp
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（ﾃｨ ｼﾞｰ ｾﾞｯﾄ ｹｲ ｵｰ ｹｲ ﾕｰ ﾜｲ ﾕｰ 3 ｵｰ ﾋﾟｰ ＠ ﾃｨ ｼﾞｰ ．ｴﾙ ｴﾌ ﾋﾞｰ - ｴﾑ ｵｰ ｴﾌ . ｼﾞｰ ｵｰ ．ｼﾞｪｰ ﾋﾟｰ）  

質問書締切日：令和 8年 3月 10日（火曜日）16時 30分まで 

質問に対する回答予定日：令和 8年 3月 11日（水曜日）16時頃 

 

４．事業者の決定 

（1） 提出された応募書類の審査を行い、事業者を決定します。（令和8年3月13日（金曜日）の

予定。） 

（2） 公募物件に応募した提案価格（応募申込書の提案価格）が、国の設定する最低使用料（年

額）以上の額で、最高の価格をもって応募申し込みを行った者を、当該公募物件にかかる

事業者とします。 

（3） くじによる事業者の決定 

最高となるべき提案価格での申し込みが2者以上ある場合は、当該応募者立会いのもと、

くじにより決定しますが、応募者が立会いを希望しない場合は、本件公募に関係のない当

局職員が立会いのもと、くじにより決定します。 

① 応募者が立会いを希望する場合 

立会を希望する応募者は、応募申込書（様式第1号）の「くじによる事業者の決定」の

「□ 立会いを希望します。」へチェック（☑）の上、連絡先（担当者名、電話番号）を

記入してください。 

また、くじを行うこととなった場合は、当局からくじの対象となる応募者（連絡先）

へ電話で連絡するので、当該応募者又は担当者は、審査日（令和8年3月13日（金曜日））

において、当局からの電話を遅滞なく受けられるように準備し、連絡を受けてから1時

間以内に身分証明書等を持参の上、上記3の（2）受付場所まで来てください。（本人確

認のため、身分証明書等のコピーをさせていただくことがありますので、予めご了承く

ださい。） 

② 応募者が立会いを希望しない場合 

立会を希望しない応募者は、応募申込書（様式第1号）の「くじによる事業者の決定」

の「□ 立会いを希望しません。」へチェック（☑）を記入してください。 

（4） 再度の応募及び事業者の決定 

応募書類の審査の結果、当該公募物件にかかる事業者となるべき応募者がいない（提案

価格が国の設定する最低使用料未満であった）ときで、応募者が、再度の応募（応募申込

書の提出）を希望する場合は、希望者に対し、応募期間等を個別に連絡した上で、再度の

応募申し込みを受付け、事業者の決定を行いますので、当局の指示に従うこと。 

（5） 事業者の公表 

事業者を決定したときは、応募者に通知するとともに、財務省中国財務局のホームペー

ジに決定使用料及び決定事業者の商号、又は名称を掲載します。 

 

５.使用許可申請の手続 

事業者に決定した者は、令和 8年 4月 1日（水曜日）までに、別添 2「国有財産使用許可申請

書」（添付書類を含む）を下記（1）の受付場所に提出してください。 
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（1）受付場所 

  山口市中河原町6-16 

  山口地方合同庁舎1号館2階 中国財務局山口財務事務所管財課事務室 

（2）使用許可申請書及び添付資料等 

    カーシェアリング事業のために必要な現場工事がある場合は、使用許可申請書記の3利用計画

（事業計画）に当該工事の内容（概要）を記載の上、工事図面等を添付してください。また、

工事の内容については、使用許可申請書提出前に山口財務事務所と調整し、必要に応じて

工事着工前に合同宿舎の自治会への説明･調整を行ってください。 

 

６.事業者の決定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、事業者としての決定を取り消します。 

（1） 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合。 

（2） 事業者が応募者の資格を失った場合。 

 

７.その他 

（1） 使用許可の手続きに関する一切の費用については、事業者の負担とします。 

（2） 山口財務事務所が使用許可を行う際に付する条件（使用許可書の条項）について、遵守

してください。（別添3「国有財産使用許可書（案）」参照。） 

（3） 山口財務事務所（中国財務局を含む）への情報提供 

当該使用許可の効果を検証する場合がありますので、山口財務事務所（中国財務局を含

む）が利用状況や利用者の傾向等の情報提供を求めたときは協力してください。（個人情報

に関するものは求めません。） 

（4） 使用許可の無効 

使用許可申請する資格のない者及び虚偽の申請を行った者の申請は無効とします。 

（5） 使用許可の取消 

事業者が不正の手段により許可を受けたことが判明したときは許可を取消します。また、

使用許可条件のほか、当該公募要項の各規定に違反したときは許可を取消す場合がありま

す。 

（6） 返還方法 

使用許可を終了した場合又は取消された場合･無効とされた場合は、速やかに、次の①②

に該当するものを除き原状回復すること。原状回復に要する費用は全て事業者の負担とし

ます。（原状回復が遅れたことで山口財務事務所に損害が生じた場合は、事業者はこれを賠

償しなければなりません。） 

① 通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化 

② 事業者の責めに帰することができない事由による損耗 

 

８．公募に関する問い合わせ先 

財務省中国財務局管財部統括国有財産管理官（第３部門） 

広島市中区上八丁堀６番３０号 広島合同庁舎第４号館（１０階） 
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電話 ０８２－２２１－９２２１ 内線３５６７、３５７７ 



 

（様式第１号） 

応募申込書 

令和  年  月  日 

中国財務局長 殿 

 

応募者 

所 在 地 

名  称 

     （法 人 名） 

     （代表者名）                 

 

  提案の内容 

物件（宿舎）名     合同宿舎第二湯田住宅 

 

使用場所     山口県山口市熊野町 938番１外 

（住居表示：山口県山口市熊野町 3番 ） 

（公募要項別添 1「駐車場平面図」） 

 

区分・数量         土地・駐車場 1区画 

 

使用期間  令和 8年 5月 1日～令和 10年 11月 30日 

 

提案価格算定期間 第 1年次：令和 8年 5月 1日～令和 9年 4月 30日 

 

提案価格（第 1年次） 金        円（税抜き価格） 

 

くじによる事業者の決定  

□ 立会いを希望します。（担当者名   、電話番号   －   －    ） 

□ 立会いを希望しません。 

 

看板等設置予定面積（駐車場区画外に設置するもの）        ㎡ 

 

  注 意 

   １．物件名の欄には、宿舎名を記載してください。（記載済み） 

   ２．金額はアラビア数字(算用数字)で記載してください。 

   ３．提案価格は年額としますが、使用期間が 1年に満たない場合は、当該使用期間の提案価格を記載してく

ださい。 

４．一度提出した応募申込書の訂正･取消はできません。 



 

（様式第１号） 

応募申込書 

令和 8年〇月〇日 

中国財務局長 殿 

 

応募者 

所 在 地 広島県○○市 ○○町 ○○○○ 

名  称 

     （法 人 名） 株式会社 □□□□□ 

     （代表者名） 代表取締役社長 △△△△                 

 

  提案の内容 

物件（宿舎）名     合同宿舎第二湯田住宅 

 

使用場所     山口県山口市熊野町 938番１外 

（住居表示：山口県山口市熊野町 3番 ） 

（公募要項別添 1「駐車場平面図」） 

 

区分・数量         土地・駐車場 1区画 

 

使用期間  令和 8年 5月 1日～令和 10年 11月 30日 

 

提案価格算定期間 第 1年次：令和 8年 5月 1日～令和 9年 4月 30日 

 

提案価格（第 1年次） 金 1,234,000円（税抜き価格） 

 

くじによる事業者の決定  

□ 立会いを希望します。（担当者名     、電話番号   －   －    ） 

☑ 立会いを希望しません。 

 

看板等設置予定面積（駐車場区画外に設置するもの）       1.23㎡ 

 

  注 意 

   １．物件名の欄には、宿舎名を記載してください。（記載済み） 

   ２．金額はアラビア数字(算用数字)で記載してください。 

   ３．提案価格は年額としますが、使用期間が 1 年に満たない場合は、当該使用期間の提案価格を記載

してください。 

４．一度提出した応募申込書の訂正･取消はできません。 

記入例 



 

 

（様式第２-１号） 

誓 約 書 

 

□ 私 

□ 当社 

は、下記１に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、貸付又は使用許

可を受けた国有財産の使用に当たっては、下記２に掲げる使用等を行わないとともに、暴力団

員等による不当介入を受けた場合には、下記３の措置を行うことを誓約します。また、当方が

下記１に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国が警察当局へ情報提供

することに同意します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

あるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

なお、役員等に変更があった場合は、速やかに別紙様式2-2により変更後の役員名簿を提出

します。 



 

 

２ 公序良俗に反する使用等 

暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指

定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供さ

れることを知りながら、貸付物件（使用許可物件）を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡する

こと。 

 

３ 警察への通報等 

(1) 貸付物件（使用許可物件）を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運動標ぼ

うゴロ（※１）、政治活動標ぼうゴロ（※２）、その他暴力団関係者から、不当要求又は業

務妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報し、捜査

上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記

載した書面により、許可者に報告すること。 

※１ 社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市

民生活の安全に脅威を与える者 

※２ 政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市

民生活の安全に脅威を与える者 

 

中国財務局長 殿 

 

令和 年 月 日 

住所又は所在地 

 

 

氏 名又は名称 

 

 

 

 

 



 

(様式第２－２号) 

令和 年 月 日 

役 員 名 簿 

商号又は氏名  

所在地  

役職名 
（フリガナ） 

生年月日 
性

別 
住所 

氏  名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

（様式第３号） 

 

公募に関する質問書 

 

【公募に付する事項】 

合同宿舎第二湯田住宅自動車保管場所の空き区画を「カーシェアリング事業」として使用する事業

者の募集 

 

 

(提出期限：令和8年3月10日（火曜日）16時30分必着) 

質問項目  

質

問

事

項 

 

※複数の質問及び意見等をまとめて記入しないで下さい。 

 

氏名又は名称  

 

連絡先 担当者名                 ℡ 

 



位 置 図

山口市熊野町938番1外
（山口市熊野町3番）
合同宿舎第二湯田住宅

配 置 図

山口市熊野町938番1外
（山口市熊野町3番）
合同宿舎第二湯田住宅

駐車場平面図

別添１



別添 2 

  

 

 令和  年  月  日 

 

財務省所管国有財産部局長 殿  

           

申請者 住所 

名称  

氏名(代表者)         

             

国有財産使用許可申請書 

 

 下記のとおり行政財産を使用したく、関係資料を添付して申請します。 

 

記 

１ 使用しようとする財産 

(1) 所 在  山口県山口市熊野町 938番 1外 

（山口県山口市熊野町 3番 ） 

(2) 区 分  土地 

(3) 数 量  12.5㎡ 

２ 使用しようとする理由 

 

３ 利用計画(事業計画) 

カーシェアリング事業 

４ 使用しようとする期間 

令和8年5月1日から令和10年11月30日まで 

５ その他参考となるべき事項 

1区画あたり数量12.5㎡ 



別添３ 

 山 財 管 第  号 

令 和 年 月 日 

 

国有財産使用許可書（案） 

 

使用者  

                殿 

 

許可者 

財務省所管国有財産部局長 

中国財務局山口財務事務所長 津田 展稔 

（Ｔ８００００１２０５０００１） 

 

令和 年 月 日付をもって申請のあった当局管理の国有財産を使用することについては、

国有財産法（昭和23年法律第73号）第18条第6項及び第19条の規定に基づき、下記の条件を付

して許可する。 

この許可について不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の定めると

ころにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に財務大臣に対し

て審査請求をすることができる。なお、許可があった日の翌日から起算して1年を経過したと

きは、許可についての審査請求をすることができない。 

また、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の定めるところにより、この許可があった

ことを知った日の翌日から起算して6月以内に、国（法務大臣）を被告として処分取消しの訴

えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して6月以内とする。なお、許可又は裁決の日から1

年を経過したときは、処分取消しの訴えを提起することができない。 

 

記 

 

（使用許可物件） 

第1条  使用を許可する物件は、次のとおりである。 

      所  在  山口市熊野町938番1外（山口市熊野町3番） 

            （合同宿舎第二湯田住宅） 

      区  分  土地（敷地） 

      数  量  9819.56㎡のうち12.5㎡（駐車場1区画） 

      使用部分  別図のとおり 

（指定用途） 

第2条  使用を許可された者は、前記の物件をカーシェアリング事業の用に供しなければなら

ない。 

（使用許可期間） 

第3条  使用を許可する期間は、令和8年5月1日から令和10年11月30日までとする。なお、使

用許可の更新は認めない。 

（使用料） 

第4条  令和8年5月1日から令和9年4月30日までの使用料は、    円（うち消費税及び地
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方消費税の額     円・消費税率10％）とする。 

2  前項に規定する期間が満了した後の期間に係る使用料については、改めて部局長か

ら通知する。なお、使用料は毎年度改定するものとし、改定の都度、当該年度分の使

用料を部局長から通知する。 

（使用料の納付） 

第5条  前条第1項に定める使用料は、当局歳入徴収官の発する納入告知書により、指定期日

までに納入しなければならない。 

（使用料の改定） 

第6条  部局長は、経済情勢の変動、国有財産関係法の改廃その他の事情の変更に基づいて

特に必要があると認める場合には、使用料を改定することができる。 

（延滞金） 

第7条  指定期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応

じ、第2項に定める率で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

2  前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条

第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭和32年大蔵省告示8号）に

定める率とする。 

（物件保全義務等） 

第8条  使用を許可した物件は、国有財産法第18条第6項に規定する制限の範囲内で使用させ

るものであり、使用を許可された者は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなけ

ればならない。 

2  前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用を許可された者

の負担とし、その費用は請求しないものとする。 

（使用上の制限） 

第9条  使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された物件を第２条

に指定する用途以外に供してはならない。 

2  使用を許可された者は、使用を許可された物件を他の者に転貸し、又は担保に供し

てはならない。  

3  使用を許可された者は、使用を許可された物件について修繕、模様替その他       

の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に      

書面をもって部局長の承認を受けなければならない。 

4  使用を許可された者は、使用を許可された物件が所在する宿舎の入居者からの照会

又は苦情等を受け付けるための窓口を設置し、連絡先について部局長及び入居者に周

知するとともに、照会又は苦情等があったときは、迅速かつ適切に対応しなければな

らない 

（使用許可の取消し） 

第10条 部局長は、次の各号の1に該当するときは、使用許可の取消しをすることができる。 

（1） 使用を許可された者が許可条件に違背したとき。 

（2） 使用を許可された者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員

又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。 

（3） 使用を許可された者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
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目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしているとき。 

（4） 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与しているとき。 

（5） 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ

れを不当に利用するなどしているとき。 

（6） 使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有しているとき。 

2  部局長は、使用を許可した物件を国又は公共団体において、公共用、公用又は公益

事業の用に供するため必要が生じたときは、国有財産法第19条で準用する同法第24条

第1項の規定に基づき、使用許可の取消しをすることができる。 

3  部局長が第1項の規定により使用許可の取消しをした場合、これにより使用を許可さ

れた者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

4  使用を許可された者は、部局長が第1項の規定により使用許可の取消しをした場合に

おいて、国に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（原状回復） 

 第11条 部局長が使用許可を取消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、

使用を許可された者は、自己の負担で、直ちに、使用を許可された物件を原状に回復

して返還しなければならない。ただし、使用を許可した期間が満了した後、公募によ

り改めて使用を許可された場合その他部局長が特に承認したときは、この限りでない。 

2  使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、部局長は、使用を許可

された者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、

部局長に異議を申し立てることができない。 

（損害賠償） 

第12条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された物件の全部

又は一部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用を許可された物件

の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の

規定により使用を許可された物件を原状回復した場合は、この限りでない。 

2  使用を許可された者は、前条第1項の明渡期日までに使用を許可された物件を返還し

ない場合、明渡期日の翌日から返還した日までの期間に応じる第4条に定める使用料

の2倍に相当する額を損害賠償として支払わなければならない。 

3  前2項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める義務を履行し

ないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わな

ければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

 第13条 使用許可の取消が行われた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可

された物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であって

も、その費用等の償還の請求はしないものとする。 

（実地調査等） 

第14条 部局長は、使用を許可した物件について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、

その維持使用に関し指示することができる。 

（疑義の決定） 

 第15条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を
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生じたときは、部局長の決定するところによるものとする。 

（使用者の遵守義務） 

第16条 使用を許可された者は、公募要項（合同宿舎第二湯田住宅自動車保管場所の空き区

画を「カーシェアリング事業」として使用する事業者の募集に関する要項）に基づき

業務を遂行しなければならない。 

（使用に当たっての留意事項） 

第17条 使用を許可する物件は、合同宿舎第二湯田住宅として入居者の居住の用に供してお

り、使用目的に供するため車両通行等を行う場合は、居住者等の安全確保等に努める

とともに、すべて使用許可された者の責任とする。 

2  使用を許可された者は、労働安全衛生法に基づき適切な措置を講じなければならな

い。 

（近隣調整） 

第18条 事業の実施にあたって使用を許可された者は、近隣住民に事業の説明を行い、近隣

調整に努めなければならない。 

  （ 以 下 余 白 ）             




